
大分県中小企業家同友会日田支部7月例会

誰にでもわかる
中小企業振興基本条例

日田市では2016年に「日田市中小企業振興基本条例」が施行されました。

この条例は、地域経済や地域社会に不可欠な存在である中小企業が、今後も意欲を持って活躍していけ
るよう、「若者が日田にとどまる、日田に戻れる、事業の承継ができ、夢を描くことのできる環境づくり」を
目指しています。

原田政策委員長から、なぜ中小企業振興基本条例が必要なのか、清水支部長からは条例制定後の動き
について具体的に報告して頂きます。

（有）原田工務店 所在地：宇佐市大字清水２４０−１

社員数：9名 事業内容：さく井工事、管工事、住宅リフォーム

清水住設（株） 所在地：日田市日高町1367−1

社員数12名：事業内容：住まいのリフォーム、ＬＰガス販売 、上下水道・浄化槽工事

【日 時】 ２０２２年７月１９日（火）１８時１５分～２０時４５分終了
【内 容】 報告50分、グループ討論60分、グループ発表10分、

補足説明10分、まとめ5分

【開 催】 日田商工会議所大会議室とWEB併用開催
日田市三本松2丁目2-16 TEL0973-22-3184

＜会場参加の方は新型コロナウイルス感染拡大防止のため以下の点にご協力をお願い
致します。＞

●マスクの着用をお願い致します。

●体調のすぐれない方のご参加はご遠慮願います。

●状況によってはWEB開催のみに変更となる場合があります。その時はご連絡致します。

大分県中小企業家同友会 TEL:097-545-0755 FAX:097-545-0744
Mail: info@oita.doyu.jp

報告者
（有）原田工務店 代表取締役 原田 敬史氏
清水住設（株） 代表取締役 清水 照彦氏

参加

無料

返信先：大分県中小企業家同友会 FAX 097-545-0744

出欠回答 □会場参加 ・ □WEB参加 ・ □欠席

企業名 氏名 役職

（WEB参加の方：メールアドレス）


